
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和３年４月３０日（金） ９：０１～９：１２ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：菅 義 偉 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（総務大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（法務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

田 村 憲 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 上 浩太郎 国務大臣（農林水産大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣官房長官） 

平 沢 勝 栄 国務大臣（復興大臣） 

小此木 八 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

坂 本 哲 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

平 井 卓 也 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

丸 川 珠 代 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

井 上 信 治 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者：茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

陪 席 者：坂 井 学 内閣官房副長官 

岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ２件 

○国会提出案件    ８件 

○公布（法律）    ３件 

○政令        ２件 

○人事        ２件 

○配布        １件 

いずれも，案件表のとおり，決定等となった。 
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議事内容： 

○加藤国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，坂井副長官から御説明申し上げます。 

○坂井内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，予備費の使用に

ついて，御決定をお願いいたします。本件は，新型コロナウイルス感染症に係る現

下の状況に鑑み，都道府県が行う地域の実情に応じたきめ細やかな事業者への支援

等に必要な経費として，一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費から５，０

００億円を使用するものであります。 

次に，「日米地位協定」第２条に基づく，米軍使用施設・区域の新規提供等につい

て，御決定をお願いいたします。今回の案件は，日米仏共同訓練を実施するため，

長崎県佐世保市の「相浦駐屯地」の一部土地等を新規提供するもの等，計１１件で

あります。 

次に，質問主意書に対する答弁書８件について，お手元の資料のとおり，御決定

をお願いいたします。 

次に，法律の公布について，御決定をお願いいたします。「災害対策基本法等の一

部改正法」外２件が，２８日の参議院本会議において，可決成立したものでありま

す。 

次に，政令２件について，御決定をお願いいたします。「災害対策基本法等の一部

改正法の施行期日令」は，同改正法の施行期日を本年５月２０日とするものであり， 

「同改正法の施行に伴う関係政令の整備政令」は，中央防災会議の委員の定数を１

人増員する等の改正を行うものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，国土交通副大臣兼内閣府副大臣

兼復興副大臣岩井茂樹を願いに依り免じ，その後任に，渡辺猛之参議院議員を任命

することについて，御決定をお願いいたします。 

次に，名古屋大学名誉教授赤崎勇を従三位に叙するもの，外２７５名の叙位又

は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

なお，脚本家橋田壽賀子，本名岩崎壽賀子を従三位に叙するものがあります。 

次に，配布資料といたしまして，「労働力調査報告」があります。本件につきまし

ては，後程，総務大臣及び，関連して厚生労働大臣から御発言があります。 

〇加藤国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，総務大臣。 

〇武田国務大臣：本日，労働力調査結果を公表いたしました。その主なポイントは，

次のとおりです。３月の就業者数は６，６４９万人と，１年前に比べ５１万人の減

少となりました。季節調整値で前月からの増減をみると，就業者は１３万人の減少，     

完全失業者は２３万人の減少となりました。完全失業率は２．６％と，前月に比べ

０．３ポイント低下し，２か月ぶりの低下となりました。１年前と比べた就業者数

が１２か月連続の減少となるなど，新型コロナウイルス感染症の影響が引き続き大

きく現れており，今後も十分に注視してまいります。 

〇加藤国務大臣：次に，厚生労働大臣。 

〇田村国務大臣：令和３年３月の有効求人倍率は，季節調整値で１．１０倍と，前月
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を０．０１ポイント上回りました。また，正社員有効求人倍率は，０．８４倍と，

前月を０．０２ポイント上回りました。求人・求職の動向や，総務大臣から報告の

ありました労働力調査の結果をみますと，現在の雇用情勢は，求人が求職を上回っ

て推移しているものの，求人が弱含んでおり，求職者の増加もあいまって，厳しさ

がみられます。有効求人倍率が１倍を下回る地域がある等，新型コロナウイルス感

染症が雇用に与える影響に，より一層注意する必要があると考えています。今般の

緊急事態宣言を受けて，緊急事態措置を実施すべき区域に雇用調整助成金等の地域

特例を適用するなど，今後とも，雇用と生活をしっかりと守るため，全力を尽くし

てまいります。 

〇加藤国務大臣：次に，私から海外出張不在中の臨時代理について申し上げます。 

茂木大臣は，海外出張いたしておりますが，その出張不在中，私が，外務大臣の

臨時代理に指定されておりますので，御了知願います。 

これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

井上大臣から御発言がございます。 

〇井上国務大臣：毎年５月は「消費者月間」です。コロナ禍の制約はあるものの，消

費者団体や地方公共団体などが消費者に向けた啓発事業を行うとともに，消費者支

援に功労のあった方への内閣総理大臣表彰を行います。今年のテーマは，「消費で

築く新しい日常」です。消費者は，新型コロナウイルス感染症や社会のデジタル化，

１年後に控えた成年年齢の引下げなど，新しい環境に対応するのみならず，食品ロ

スの削減等，持続可能な社会の形成に向け活躍する主役でもあります。新しい未来

を拓く消費者行政の推進に向け，関係閣僚の御協力をお願い申し上げます。なお，

本日お配りしたバッジは，身近な消費生活相談窓口を案内する「消費者ホットライ

ン１８８（いやや）」の啓発バッジです。コロナ禍で消費生活相談の重要性が一層高

まる中，ホットラインの啓発にも御協力をお願い申し上げます。 

〇加藤国務大臣：ほかに御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和３年 

４月 30日 

◎ 一 般 案 件

○ 令 和３ 年 度一 般 会 計新 型コ ロ ナ ウイ ルス 感 染 症対

策 予 備 費 使 用に つ い て（ 決定 ）    （財 務 省 ）

〃 ○ 「日 本国 と ア メリ カ合 衆 国 との 間の 相 互 協力 及び

安 全 保 障 条 約第 ６ 条 に基 づく 施 設 及び 区域 並 び に

日 本 国 に お ける 合 衆 国軍 隊の 地 位 に関 する 協 定 」

第 ２ 条 に 基 づく 施 設 及び 区域 の 一 部返 還， 共 同 使

用 ， 追 加 提 供及 び 新 規提 供に つ い て（ 決定 ）

（ 防 衛 省 ） 

◎ 国 会 提 出案件

1. 衆 議 院議 員 中 谷一 馬（ 立 民 ）提 出東 京 オ リン

ピ ッ ク ・パ ラリ ン ピ ック 競技 大 会 と新 型コ ロ

ナ ウ イ ルス 感染 症 対 策等 に関 す る 再質 問に 対

す る 答 弁書 につ い て （決 定）  （ 内閣 官房 ）

 ○ 1. 参 議院 議 員 吉川 沙織 （ 立 憲） 提出 銀 行 法等 束

ね 法 案に 関 する 再 質 問に 対す る 答 弁書 につ い

て （ 決定 ）           （金 融庁 ） 

1. 衆 議 院議 員丸 山 穂 高（ 無） 提 出 公益 通報 制 度

の 課 題に 関 する 質 問 に対 する 答 弁 書に つい て

（ 決 定）           （ 消費 者庁 ）

1. 衆 議 院議 員松 原 仁 （立 民） 提 出 生産 年齢 人 口

の 定 義と 高 齢者 の 就 労状 況と の 関 係に 関す る

質 問 に対 す る答 弁 書 につ いて （ 決 定）

（ 厚 生 労 働省） 

1. 衆 議 院議 員丸 山 穂 高（ 無） 提 出 コロ ナ禍 に お

け る 献血 に よる 輸 血 用血 液製 剤 及 び原 料血 漿

の 安 定供 給 に関 す る 質問 に対 す る 答弁 書に つ

い て （決 定 ）           （ 同上 ）

1. 参 議 院 議員福 島 み ずほ （立 憲 ） 提出 経済 産 業

省 ， 資源 エ ネル ギ ー 庁幹 部ら に よ る新 潟出 張

に 関 する 質 問に 対 す る答 弁書 に つ いて

（ 決 定）          （ 経 済産 業省 ）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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1. 衆 議 院議 員大 西 健 介（ 立民 ） 提 出中 京圏 の 新   

た な 高 速道 路料 金 に 関す る質 問 に 対す る答 弁 

書 に つ いて （決 定 ）     （ 国 土交 通省 ） 

1. 衆 議 院議 員長 尾 秀 樹（ 立民 ） 提 出外 来生 物 の 

防 除 のあ り 方に 関 す る質 問に 対 す る答 弁書 に 

つ い て（ 決 定）         （環 境省 ） 

 

◎ 公 布 （法 律） 

1. 災 害 対策 基本 法 等 の一 部を 改 正 する 法律 

（ 決 定） 

☆  1. 取 引 デジ タ ル プラ ット フ ォ ーム を利 用 す る消  

費 者 の 利益 の保 護 に 関す る法 律 （ 決定 ） 

1. 特 定 都市 河川 浸 水 被害 対策 法 等 の一 部を 改 正  

す る 法律 （ 決定 ） 

 

◎ 政  令 

○ 災 害対 策 基本 法 等 の一 部を 改 正 する 法律 の 施 行期 

日 を 定 め る 政令 （ 決 定） （内 閣 府 本府 ・総 務 省 ） 

〃  ○ 災害 対策 基 本 法等 の一 部 を 改正 する 法 律 の施 行に  

伴 う 関 係 政 令の 整 備 に関 する 政 令 （決 定） 

（ 内 閣 府 本 府・ 総 務 ・財 務省 ） 

 

◎ 人  事 

〇 渡 辺猛 之 を国 土 交 通副 大臣 兼 内 閣府 副大 臣 兼 復興  

副 大 臣 に 任 命し ， 国 土交 通副 大 臣 兼内 閣府 副 大 臣  

兼 復 興 副 大 臣岩 井 茂 樹を 願に 依 り 免ず るこ と に つ  

い て （ 決 定 ） 

〃  〇名 古 屋大 学 名 誉教 授赤 崎  勇外 ２７ ５ 名 の叙 位又 

は 叙 勲 につ いて （ 決 定） 

 

◎ 配  布 

☆ 労 働 力 調査報 告           （ 総 務 省） 

 

 

〔 ○ 署 名あ り  ☆ 署 名な し〕    

 
 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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